はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　日義地域のすがた
　　日義地域は、長野県の西南、木曽町の北東、木曽川の上流部に位置し、急峻な地形を持つ木曽谷にあっては、比較的緩斜地の多い地域で、東は塩尻市及び中央アルプスを隔てて伊那市に、北は木祖村に接しています。居住地の標高は８３０ｍから１，０５０ｍに及び、地形は、木曽川が北東から南西に縦断し、南部には木曽駒ケ岳の山麓に広がる木曽駒高原があります。この高原には、ゴルフ場と別荘地、家族で自然と触れ合いながら楽しめる木曽駒森林公園、木曽駒オートキャンプ場があり中京方面からの観光客で賑わっています。
また、当地は、木曽義仲の成育の地、平家追討の旗挙げの地でもあることから木曽義仲旗挙八幡宮、徳音寺といった歴史建物や、木曽義仲に関する資料を展示している義仲館があります。

交通網は、名古屋と塩尻を結ぶＪＲ中央西線が木曽川に沿って通過し、これに国道１９号線が並行しています。平成１８年２月には、国道３６１号線が伊那市まで開通し、生活圏が広がり首都、中京圏への利便性をもたらしています。
　　木曽町日義の沿革は、明治維新の廃藩置県により、尾張藩から名古屋県に、同５年には筑摩県の所管となり、その後、明治７年に宮越村と原野村が合併して、朝日将軍木曽義仲にちなみ日義村と命名され、同９年に長野県の管轄となりました。そして平成１７年１１月、日義村、木曽福島町、開田村、三岳村が平成の合併によって木曽町となりました。
過疎化が進む木曽郡内で旧日義村の人口は、唯一横ばいや微増傾向が続いて来ましたが、平成１７年の国勢調査人口（２，５８０人）は、平成１２年（２，７００人）に比べ１２０人もの減少に転じました。

年少人口(０～１４歳)は、前回調査３７０人から３２５人(構成割合で１３.７％から１２.６％)に、６５歳以上人口では、６８５人から７９１人(高齢化率で２５.４％から３０.７％)となり少子・高齢化が進んでいます。世帯数は、核家族化と宅地化の進行で緩やかな増加傾向が続いています。
　　　　日義地域の産業は、稲作を主とする農業が中心でしたが、肉用牛、花き、きのこ、小物野菜などを含めた複合経営へと推移してきました。また、昭和３０年代からは木曽駒高原の開発によるゴルフ場、別荘地、森林公園などの整備や木曽義仲にちなんだ歴史的史蹟などの義仲の里が観光資源となって産業構造が大きく変化してきました。平成１８年の労働力人口は１,３６０人で、第３次産業従事者が８６６人（６３.７％）、第２次産業従事者が３６６人（２６.９％）、農業、林業の第１次産業従事者は１２８人（９.４％）で１割を割り込んでいます。
２　日義地域まちづくり計画の策定にあたって
・時代の大きな潮流

平成１２年の地方分権一括法の施行を機に国から地方への動きが本格化し、今まで以上に自らの地域に向かい合い、考え、行動していく、そして、地域の課題は、住民が自ら判断し、その決定に対し責任も負う「自己決定・自己責任の原則」が要請される時代となりました。このためには、住民と行政が情報を共有し、お互いの分担を確認し連携が必要となりました。一方では、国・地方自治体の財政が悪化し、税収の落ち込みと巨額の長期債務を抱えるなど厳しい状況が続いています。これに対処するため、行財政基盤を強化し、地方分権を担うことができる体制づくりが求められてきました。
さらに、少子・高齢化の進行です。結婚観の変化、子育てに対する負担感の増大といった社会経済的要因による出生数の減少をまねき、一方で平均寿命が伸長するなど少子・高齢化社会が進行しています。この問題は、高齢者の福祉のみならず労働力人口の減少、社会保障負担の増加など社会全体に大きな影響をあたえています。
地域においては、祭礼、除雪などの自治会活動や共同して企画実行する地域コミュニテイの維持が困難な状況になっています。
　　　・木曽町の誕生と木曽町まちづくり条例
　　　高度化・多様化する社会環境と住民ニ－ズに的確に対応し、個性豊かな地域社会を築いていくためには、市町村の行財政基盤の強化が必要となります。このようないくつかの要因によって４町村が合併し木曽町が誕生しました。発足した木曽町の基本条例として位置づけられた「木曽町まちづくり条例」が制定されました。

この中では、住民が主体者であり、平等の立場でまちづくりに参加する権利と責務が明記されるとともに地域自治組織の定義と各地域のまちづくり計画の策定についても明文化されました。
・日義地域自治協議会
　 　日義地域の自治組織は、木曽町まちづくり条例を受けて、「住民と行政が支えあい、住民相互の連帯を深め住みよい日義地域を形成していく」を目的として、平成１８年５月に「日義地域自治協議会」の名称で設立され活動を開始しました。また、設立に合わせ住民の協議会への参画が第一であることから、地区の意見集約と連絡調整のために新たに１０の区を設置しました。
・日義地域まちづくり計画策定の経過
計画の策定にあたっては、住民アンケ－トの分析、各地区における意見交換会の項目、合併前の日義村総合計画の研究、協議会運営委員会での審議、４専門部会での討議など多くの機会を捉え、一般住民から検討委員を公募するなど幅広い住民からの意見や要望などを聞き、身近で関心を持っていただくよう取り組みました。
　木曽町が平成１８年９月に実施した「木曽町まちづくりアンケ－ト調査」は、１８歳以上の無作為抽出者と中学３年生が対象者とされ、日義地域では、一般住民４００人を対象者とし２６０人（回答率６５％）の回答が得られました。

このアンケートからは、住民満足度や重要度などについて計画の参考としました。
また、木曽広域連合が実施した高校２年生対象のアンケ－ト調査結果も参考としました。
　　次に、各地区別に開催した意見交換会は、平成１８年１１月２７日から１２月１１日まで実施しました。事前に策定準備会で作成した地域の懸案や行政上の課題などを資料として車座で行いました。各会場の参加者から出された様々な意見を集約して計画に反映させました。合わせて、欠席者からはアンケート調査で意見を求めました。
３　日義地域まちづくり計画の性格
　　日義地域まちづくり計画は、「住民と行政の支え合いと住民相互の連携による住みよい日義の地域づくり」のため策定するものです。また、この計画は、木曽町総合計画に反映されることから、木曽町のまちづくりや木曽町の将来をも見据えたものとなります。

日義地域まちづくり計画は、日義地域自治協議会の活動の基本となります。
計画の策定にあたって重視した日義村当時の村民憲章も、普遍のものとして、地域づくりの基本精神としています。
　　日義地域まちづくり計画の基本的方向(基本目標)として５本の柱を掲げ、それぞれに具体的な地域の課題や地域で進める活動を項目で示しました。
また、日義地域や木曽町で早急に取組みが必要な課題をはじめ、これから策定される木曽町総合計画・基本構想の目標年次が１０年後の平成２９年度であることから、中期的・長期的な課題や将来の目標についても考慮しています。

さらに、日義地域に関係する課題や活動の中で、他の地域との連携や、木曽町や県・国の行政課題についても要望や要請項目として掲げるなど、地域づくりの総合的な計画として位置づけました。
